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衆
議
院
議
員
山
井
和
則
君
提
出
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保
険
料
等
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
資
格
者
証
と
は
、
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
第
五
十
四
条
第

七
項
に
規
定
す
る
被
保
険
者
資
格
証
明
書
（
以
下
「
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
資
格
証
明
書
」
と
い
う
。
）
の
こ
と
を
指

す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
厚
生
労
働
省
と
し
て
は
、
お
尋
ね
の
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
が
施
行
し
て
二
年
経
過
後
に
お
け

る
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
資
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
の
人
数
に
つ
い
て
の
推
計
は
行
っ
て
い
な
い
。

二
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
受
給
資
格
者
証
と
は
、
国
民
健
康
保
険
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
第
九
条
第
六
項
に
規
定
す

る
被
保
険
者
資
格
証
明
書
（
以
下
「
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
資
格
証
明
書
」
と
い
う
。
）
の
こ
と
を
指
す
も
の
と
考
え
ら

れ
る
が
、
厚
生
労
働
省
と
し
て
は
、
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
資
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た
者
の
人
数
に
つ
い
て
は
把
握

し
て
い
な
い
。
な
お
、
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
資
格
証
明
書
を
交
付
さ
れ
た
世
帯
数
は
、
平
成
十
九
年
六
月
一
日
現
在
で

約
三
十
四
万
世
帯
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

一



お
尋
ね
の
受
診
率
の
違
い
に
つ
い
て
は
、
把
握
し
て
い
な
い
。

四
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
件
数
に
つ
い
て
は
、
把
握
し
て
い
な
い
。
な
お
、
国
民
健
康
保
険
法
第
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
保
険
料

の
滞
納
に
つ
き
災
害
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
そ
も
そ
も
被
保
険
者
証
の

返
還
を
求
め
な
い
こ
と
か
ら
、
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
資
格
証
明
書
は
交
付
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
り
、
当
該
特
別
の
事
情

に
つ
い
て
は
、
国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
三
百
六
十
二
号
）
第
一
条
に
お
い
て
、
世
帯
主
が
そ
の

事
業
を
廃
止
し
、
又
は
休
止
し
た
こ
と
等
の
事
由
に
よ
り
保
険
料
を
納
付
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
事
情
と
規

定
さ
れ
て
い
る
。
御
指
摘
の
不
況
や
倒
産
と
い
っ
た
理
由
が
当
該
特
別
の
事
情
に
該
当
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
各
保
険

者
に
お
い
て
慎
重
に
確
認
を
行
い
、
適
切
に
制
度
を
運
用
し
て
い
る
も
の
と
認
識
し
て
い
る
。

五
に
つ
い
て

後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
資
格
証
明
書
に
つ
い
て
も
、
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
資
格
証
明
書
と
同
様
に
、
高
齢
者
の

医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
第
五
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
令
で
定
め
る
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場

合
に
は
交
付
し
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
当
該
特
別
の
事
情
に
つ
い
て
は
、
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行

二



令
（
平
成
十
九
年
政
令
第
三
百
十
八
号
）
第
四
条
に
お
い
て
、
世
帯
主
が
そ
の
事
業
を
廃
止
し
、
又
は
休
止
し
た
こ
と
等
の

事
由
に
よ
り
保
険
料
を
納
付
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
事
情
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
御
指
摘
の
不
況
や
倒
産
と

い
っ
た
理
由
が
当
該
特
別
の
事
情
に
該
当
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
各
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
に
お
い
て
慎
重
に
確

認
を
行
い
、
適
切
に
制
度
を
運
用
し
て
い
く
も
の
と
考
え
て
い
る
。

六
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
後
期
高
齢
者
終
末
期
相
談
支
援
料
は
、
医
師
、
看
護
師
等
の
医
療
従
事
者
か
ら
病
状
等
に
つ
い
て
適
切
な
説
明

が
な
さ
れ
、
患
者
と
医
療
従
事
者
と
の
間
で
病
状
が
急
変
し
た
場
合
の
延
命
治
療
の
実
施
等
当
該
病
状
に
対
す
る
診
療
方
針

に
つ
い
て
話
合
い
を
行
い
、
患
者
が
終
末
期
に
お
け
る
療
養
に
つ
い
て
十
分
に
理
解
し
た
上
で
、
患
者
の
自
発
的
意
思
を
尊

重
し
て
決
定
さ
れ
た
診
療
方
針
を
文
書
等
に
よ
り
患
者
に
提
供
す
る
こ
と
を
診
療
報
酬
上
評
価
す
る
も
の
で
あ
る
。

終
末
期
医
療
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
様
々
な
御
議
論
が
あ
る
が
、
平
成
十
九
年
五
月
に
は
終
末
期
医
療
に
携
わ
る
医
師
や

生
命
倫
理
に
詳
し
い
法
学
者
等
に
よ
り
構
成
さ
れ
た
「
終
末
期
医
療
の
決
定
プ
ロ
セ
ス
の
あ
り
方
に
関
す
る
検
討
会
」
に
お

け
る
御
議
論
を
踏
ま
え
て
、
厚
生
労
働
省
に
お
い
て
、
「
終
末
期
医
療
の
決
定
プ
ロ
セ
ス
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
を
策

定
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
終
末
期
医
療
の
決
定
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
、
患
者
及
び
医
療
従
事
者
と
も
に
広
く
合
意

三



が
得
ら
れ
る
基
本
的
な
点
に
つ
い
て
確
認
を
し
、
そ
れ
を
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
と
し
て
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
後
期
高
齢
者
終
末

期
相
談
支
援
料
を
診
療
報
酬
に
お
い
て
算
定
す
る
際
の
運
用
に
つ
い
て
は
、
「
診
療
報
酬
の
算
定
方
法
の
制
定
等
に
伴
う
実

施
上
の
留
意
事
項
に
つ
い
て
」
（
平
成
二
十
年
三
月
五
日
付
け
保
医
発
第
〇
三
〇
五
〇
〇
一
号
厚
生
労
働
省
保
険
局
医
療
課

長
及
び
厚
生
労
働
省
保
険
局
歯
科
医
療
管
理
官
通
知
）
に
お
い
て
、
当
該
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
参
考
と
す
る
こ
と
、
患
者
の
十

分
な
理
解
が
得
ら
れ
な
い
場
合
等
に
は
、
当
該
文
書
提
供
が
診
療
報
酬
の
算
定
対
象
と
な
ら
な
い
こ
と
、
終
末
期
と
判
断
し

た
患
者
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
患
者
に
意
思
の
決
定
を
迫
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
等
を
明
記
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
厚

生
労
働
省
と
し
て
は
、
御
指
摘
の
よ
う
な
御
懸
念
が
生
じ
な
い
よ
う
、
適
切
な
運
用
に
努
め
て
ま
い
り
た
い
。

四


